
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人島田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と

事案を異にし適切ではなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

　なお、刑法二五条の二第三項は、保護観察の仮解除の効果として仮解除中に罪を

犯した者に対しては同法二五条二項本文による再度の執行猶予を許すものと解され

るが、仮解除決定告知前の保護観察中に罪を犯した場合については、たとえ裁判時

に右の保護観察が仮解除されていたとしても、同法二五条二項但書の適用の排除を

認めるものとは解し難く、これと同旨の原判決の判断は、正当である。

　よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。
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